
新型コロナウイルス感染症予防接種 

助成額についてのお知らせ 

  

新型コロナウイルス感染症予防接種については一部自己負担が発生します。助成

金額は医療機関で負担した額から 4,000 円を控除して得た額（その額が 11,300

円を超えるときは 11,300円）となります。 

 

例１） 接種料金 15,300円の場合 

費用上限額  

自己負担 
4,000円 

助成額 
11,300円 

 

自己負担額：4,000円 助成額：11,300円 

 

例２） 接種料金 20,000円の場合 

費用上限額  

自己負担 
4,000円 

助成額 
11,300円 

自己負担 
4,700円 

自己負担額：8,700円（4,000円+4700円） 助成額：11,300円 

 

例３） 接種料金 12,000円の場合 

           費用上限額  

自己負担 
4,000円 

助成額 
8,000円 

 

 自己負担額：4,000円 助成額：8,000円 

 

 

接種する医療機関によって接種料金が異なります。接種料金については、接種予定

医療機関へお問い合わせください。予防接種の費用助成についてご不明点があれば、

猿払村保健福祉総合センター（01635-2-2040）までお問い合わせください。 

 


